
通契 1 

 

認知症対応型通所介護 多摩の里むさしの園 契約書 

 

 

             （以下「利用者」といいます）と、デイサービスセンター多摩の

里むさしの園（以下「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う認知症対応型通

所介護について、次のとおり契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう認知症対応型

通所介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間満了

日までとします。 

２ 契約満了の２日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、

契約は自動更新されるものとします。 

 

第３条（認知症対応型通所介護計画） 

  事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」 

に沿って「認知症対応型通所介護計画」を作成します。事業者は、この「認知症対応型通所

介護計画」を利用者及び身元引受人（その家族）に説明の上同意を得ます。尚、作成した「認

知症対応型通所介護計画」は利用者に交付します。 

 

第４条（認知症対応型通所介護の提供場所・内容） 

１ 認知症対応型通所介護の提供場所は、デイサービスセンター多摩の里むさしの園です。

所在地及び設備の概要は【契約書別紙】のとおりです。 

２ 事業者は、第３条に定めた「認知症対応型通所介護計画」に沿って認知症対応型通所

介護を提供します。 

３ 利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】に記載のとおりです。事

業者は【重要事項説明書】の内容について、利用者及び身元引受人に説明します。 

４ 事業者は、サービス提供等により事故が発生した場合、適切な措置を講ずるとともに、

身元引受人（その家族）に事故発生時の経過及び状況説明を行います。 

５ 事業者は、サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により

利用者の行動の制限をしません。 

６ 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができ

ます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。 
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第５条（サービス提供の記録） 

1  事業者は、認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を利用者に対して提供します。 

2  事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後２年間保存します。 

3  利用者は、事業者の営業時間内にその事業者内にて、当該利用者に関する第２項のサー

ビス提供記録を閲覧できます。 

 

第６条（料金） 

1  利用者はサービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算

された月ごとの合計額を支払います。 

2  事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利用者に送

付します。 

3  利用者は、当月の料金の合計額を翌月２８日までに、指定金融機関での自動振替で支払

いします。ただし、振替手続きが困難な利用者は、この限りではありません。 

 

第７条（サービスの中止） 

1  利用者は、事業者に対して、サービス提供日の当日午前９時までに通知することにより、

料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。 

2  利用者が、サービス提供日の当日午前９時までに通知することなくサービス利用の中止

を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して、料金の全部又は一部を請求することがで

きます。この場合の料金は第６条の他の料金の支払いと合わせて請求します。 

3  事業者は、利用者の体調不良等の理由により、認知症対応型通所介護の実施が困難と判

断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては【契約

書別紙】に記載したとおりです。 

 

第８条（料金の変更） 

1  事業者は、利用者に対して、１ヶ月前までに文書で通知することにより、利用料等の単

価の変更（増額または減額）を申し入れることができます。 

2  利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お

互いに取り交わします。 

3  利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、

この契約を解約することができます。 

 

第９条（契約の終了） 

1  利用者は事業者に対して、１週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この

契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむをえない事情

がある場合は、予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 
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2  事業者はやむをえない事情がある場合、利用者に対して、１ヶ月間の予告期間をおいて

理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 

3  次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解

約することができます。 

（1）事業者が正当な理由がなくサービスを提供しない場合 

（2）事業者が守秘義務に反した場合 

（3）事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

4  次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解

約することができます。 

（1）利用者又は身元引受人・保証人が、契約締結時及びサービスの実施時にその心身の状況

及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

（2）利用者のサービス利用料金の支払いが１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１０日以内に支払われない場合 

（3） 利用者が正当な理由なくサービス利用の中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者

の入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であ

ることが明らかになった場合 

（4） 利用者又は身元引受人（その家族）が、故意又は重大な過失により、事業者又はサー

ビス従業者もしくは他の入居者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、また著しい不

信行為を行う等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

（5） 利用者又は身元引受人（その家族）から職員に対するセクシャルハラスメント又はパ

ワーハラスメント、身体的・精神的暴力等によって、信頼関係が著しく害され、事業継

続に重大な支障を生じさせた場合 

（6） やむを得ない事情により事業者を閉鎖又は縮小する場合 

5  次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

（1） 利用者が介護保険施設に入所した場合 

（2） 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）または要支援と認定された場合 

（3） 利用者が死亡もしくは、被保険者資格を喪失した場合 

 

第１０条（秘密保持） 

1  事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及 

び身元引受人（その家族）に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守

秘義務は契約終了後も同様です。 

2  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に 

おいて、利用者の個人情報を用いません。 

3  事業者は、利用者の身元引受人・保証人から予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等において、身元引受人（その家族）の個人情報を用いません。 

 

第１１条（賠償責任） 
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 1 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、

利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認

められる場合には、その損害賠償額を減ずることができるものとします。  

 2 事業者は自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以

下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

（1）利用者又は身元引受人・保証人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項

について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生

した場合 

（2）利用者又は身元引受人（その家族）が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、

確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が

発生した場合 

（3）利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由 

に専ら起因して損害が発生した場合 

（4）利用者又は身元引受人（その家族）が、事業者及びサービス従業員の指示・依頼に反し

て行った行為に専ら起因して損害が発生した場合 

 

第１２条（緊急時の対応） 

   事業者は、現に認知症対応型通所介護の提供を行っているときに、利用者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は、身元引受人（その家族）又は緊急連絡先へ連絡すると

ともに、状況に応じて当園の提携病院に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 

第１３条（連携） 

1  事業者は、認知症対応型通所介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医 

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

2  事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。 

3  事業者は、この契約の内容が変更された場合、又はこの契約が終了した場合は 

その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第９条２

項または４項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。 

 

第１４条（相談・苦情対応） 

   事業者は、利用者又は身元引受人（その家族）からの相談、苦情等に対応する窓口を設

置し、認知症対応型通所介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 

第１５条（身元引受人） 

1  事業者は、利用者に対し、身元引受人・保証人を求めることがあります。ただし、身

元引受人・保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、この限りで

はありません。 

2  前項の身元引受人は、この契約に基づく利用者と事業者に対する債務について利用者
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と連帯して履行の責めを負います。 

第１６条（本契約に定めのない事項） 

1  利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

2  この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを

尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。  
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上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通

ずつ保有するものとします。 

 

 

契約締結日  令和  年  月  日 

 

契約者氏名 

 

  利用者  

       住所                           

 

    氏名                       印   

 

       電話番号        -     -       

 

 

  身元引受人・保証人 

    住所    

                                                              

 

    氏名                         印   

 

    利用者との続柄            

        

電話番号       -     -       

 

    携帯番号       -     -       

 

 

事業者 

    事業者名  社 会 福 祉 法 人 園 盛 会 

          デイサービスセンター多摩の里むさしの園 

          （事業者番号 1372400521） 

    住所    東 京 都 羽 村 市 五  ノ 神 3 6 2番 地 

    電話番号  ０４２―５５５―８１５１ 

 

管理者名  栗田 肇  印 
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契 約 書 別 紙 

 

 

1 料金 

（1）認知症対応型通所介護（デイサービス）利用料 

＊ 指定認知症対応型通所介護費：併設型指定認知症対応型通所介護 

  所要時間６時間以上７時間未満 

＊  サービス提供時間：午前 9：50～午後 4：10（６時間２０分） 

              （送迎時間は含みません） 

 

            (単位：円) 

介護度 
１日あたりの自己負担額（サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を含む） 

1割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

 要介護度 1   ８３９-  １,６７８-  ２,５１７- 

 要介護度 2    ９２８-  １,８５６-  ２,７８３- 

要介護度 3 １,０１５-  ２,０２９-  ３,０４４- 

要介護度 4 １,０９９-  ２,１９９-  ３,２９８- 

要介護度 5 １,１８７-  ２,３７４-  ３,５６１- 

 

（2）入浴費（希望者のみ） 

    入浴介助加算（Ⅰ）１回当り 42円(1割負担) 83円(2割負担) 124円(3割負担)         

 

（3）昼食代 

1食あたり         ６５０円 

 

（4) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）が加算されます。介護保険給付の総単位数合計に 18.1%

を掛けたものとして計算され、それぞれのご負担割合に応じ、ご負担いただきます。 

 

（5）その他、おむつ代、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。 

 

（6）保険が使えない場合には、一旦利用者が介護報酬額全額を支払い、その後その収書を添付

して羽村市（羽村市在住者）に請求すると、９割の払い戻しを受けることができます。 

 

2 キャンセル規定 

利用者のご都合でサービス利用を中止する場合、次のキャンセル料がかかります。 

ご利用日の当日午前 9時までにご連絡がなかった場合、６５０円請求いたします。 
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3 健康上の理由による中止 

（1） 風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

（2） 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止をする 

ことがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

（3） 利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合 

ご家族に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに当事業者の提携病院

に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

（4） サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り替えることができます。

ただし、定員数分の予約が入っている日には振り替えできませんのでご了承ください。 

 


